
伊勢崎市長寿社会部介護保険課

介護分野の

カスハラ対策



そもそも、カスハラの定義とは？
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職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その

他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、そ

の雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして

社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業

環境を害すること。

出典：厚生労働省ウェブサイト



群馬県カスタマーハラスメント防止条例

（前文）背景・趣旨

カスタマーハラスメントを社会全体で防止する必要性

（第１条）目的

各主体の責務を明確化し、目指すべき方向性を規定

（第２条）用語の定義

カスタマーハラスメント等の用語を定義

（第３条）カスタマーハラスメントの禁止

何人も、あらゆる場面においてカスタマーハラスメントを行うことは禁止

（第４条）適用上の注意

顧客等の権利を不当に侵害しないよう規定

（第５～８条）各主体の責務

県、顧客等、就業者、事業者の責務を規定

（第９～１１条）県の基本的施策等

県の基本的施策及び菅家機関との連携、財政上の措置に努めることを規定

２

▶令和７年４月１日施行

条例の構成



群馬県カスタマーハラスメント防止条例

（第３条）カスタマーハラスメントの禁止

何人も、あらゆる場面においてカスタマーハラスメントを行うことは禁止。
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（第７条）事業者の責務

事業者は、顧客等への啓発、就業者への研修等を行うことにより、カスタマーハラスメントの

防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、県が実施するカスタマーハラスメントの防止施策に

協力するよう努めなければならない。

罰則規定なし…

事業者はカスハラにどう対応するか、

組織的に日ごろから対策を講じておく必要がある！



群馬県のカスハラ関連情報

４

▶群馬県のＨＰ

担当：群馬県 労働政策課

https://www.pref.gunma.jp/page/655164.html

・カスタマーハラスメントとは

・群馬県カスハラ条例について

・職場におけるハラスメントに関する相談先

・群馬県の周知啓発事業

・企業マニュアル

・小型ポスター・店舗掲示用ポスター

ＨＰからポスター等のデータがダウンロードできます。

事業所の見える所に貼って

周知するのも良いかもしれません☝

市も活用しています！

https://www.pref.gunma.jp/page/655164.html


実際にカスハラが起こったらどうしますか？

５

・カスハラへの方針策定

・事業所の規定に盛り込む

・相談窓口の設定

・対応マニュアルの作成・職員への研修 等…

困ったなあ。うちの事業所は何も対策していない

利用者に１時間以上拘束され説教。病気になりそうだ

利用者家族からの暴言がひどい

施設のスタッフが疲弊しきっている

カスハラ対策は、

組織をあげて対応することが必須です！

あなたの事業所は対策していますか？



事前の準備と発生時の対応

６

▶事前準備

①基本方針

・事例を集める

・組織として対応する姿勢の明確化・規定

・組織方針の周知・公表

②体制整備

・相談窓口の設置

・管理職・関係部署の連携体制

・対応マニュアルの整備

・職員研修

▶対応

③発生時の対応

・事実確認（録音・録画・時系列の整理）

・個人ではなく複数人・組織対応

・外部への相談・通報

④フォロー

・プライバシー保護

・再発防止に向けた検討・事例共有



①基本方針 ～事前に具体的に定めておく～

７

▶参考例

私たちは、お客様の意見を大切にし、サービス向上に努めます。

ただし、職員の安全や職場環境を守るため、以下のような行為があった場合は、

対応を制限したり、警察への通報を行う場合があります。

・正当な理由なく、長時間の拘束や同じ内容の電話や来訪を繰り返す行為

・金品や土下座の強要など著しく不当な要求 ・苦痛と感じるほどの性的な言動

・威圧的な発言、大声・暴言・脅迫的な言動 ・インターネット上での誹謗中傷

・暴力や乱暴に扱う行為

代表取締役 〇〇 〇〇 ○年○月○日制定
行為内容を具体的に
示すと良いでしょう



①基本方針 ～ＨＰ等で公表する～

８

▶参考例 東京科学大学病院ＨＰ



②体制整備 ～相談窓口の設置～

９

▶相談対応者・相談窓口とは別に、カスハラ対策を推進し、取組全体を所管する組織があると良い☝

相談対応者や相談窓口から受けた情報をもと

に、法的対応や外部機関との連携が必要とな

る判断・アドバイスを行う役割

相談窓口はカスハラのために

必ずしも特別に設ける必要はありません💡

苦情やパワハラ等を扱う窓口や社内ヘルプライン等で

対応できるようにするなど、社内関係部署・外部関係

機関と連携を取りやすくするとよいでしょう。

参考：厚生労働省 カスタマーハラスメント企業マニュアル



②体制整備 ～マニュアル作成～
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▶マニュアルの目次の一例

１．カスハラに対する組織としての姿勢・対応方針

２．カスハラの定義・判断基準

３．相談窓口体制・本社支援組織

４．発生時の対応のフロー

５．ケース別対応方法

６．対応打ち切り・退去命令・通報等

７．組織対応（情報共有、対応職員へのメンタルケア）

８．他機関との連携（警察、顧問弁護士等）

初期対応の重要さや

寄り添う視点、

安易にカスハラと

決めつけないことも大切です。



②体制整備 ～契約段階での予防策～

～ハラスメントの背景の一つ～

利用者・家族が介護サービスに過度な期待

適切な情報提供により、期待とのギャップの解消を図る

参考：弁護士法人龍馬 介護保険サービス契約を巡る紛争予防

・禁止されている行為について説明する。（イラストの交付や掲示）

・施設側からの解除ができることを説明する。

・サービスの内容、できないことを明確にしておく。
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③対応 ～カスハラに発展させないために～

▶初期対応時の基本的な態度
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話を聞いてもらえないと感じると、不

満が怒りに変わり、カスハラに発展し

やすくなる。

・話を遮らない

まずは相手の言い分を出し切る

・共感のメッセージ

そのように感じられたのですね。

ご不便をおかけして申し訳ありません。

・事実は別

感情に共感しても、理不尽な要求を飲

んだことにはならない。傾聴に徹する。

傾 聴
怒りの温度を下げる

言葉遣いや態度が悪いと、本来の論点

ではない二次クレームを招く。

・クッション言葉の活用

恐れ入りますが

差し支えなければ

・アイメッセージ

相手を非難せず、共感しながら自分

の気持ちを伝える。

・身だしなみ、表情

介護のプロとして安心感を与える態度

を維持。

丁寧な対応
揚げ足を取らせない

客観的なルールを伝えることで相手が

引き下がる理由を作る。

・ルールの明示（運営規程・契約）

個人の判断ではなく組織のルールであ

ることを伝える。

・代替案の提示

できる範囲の提案を行う。

・即答を避ける

難しい要求には「一度持ち帰り、組織

で検討します」と伝え、冷静になる時

間を作る。

合理的説明
説明の根拠を示す



③対応 ～現場での対応フロー～

① 一時対応者への支援、行為者と距離を置く検討
② 事実確認・状況把握・要求内容をつかむ

③ 対応する人・場所・時間の変更の検討
④ 窓口部署、担当者の決定
⑤ 要求内容・行為を具体的に時系列で記録

⑥ 関連部署と協議し、要求に対しどこまで対応すべきか組織方針を決める
⑦ 状況により対応の中止を組織として判断

⑧ 対応の中止までの手順を踏む
⑨ 中止の場合は正当な理由と努力した姿勢を示す

▶ ステップ１． 初期対応・状況把握

▶ ステップ２． 対応の検討と記録

▶ ステップ３． 組織方針の決定と判断

▶ ステップ４． 対応中止と完了
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・担当者１人に抱え込ませる

現場の孤立。身体的暴力のリスク。

・その場しのぎの謝罪をする

相手の言動を正当化させてしまう。

・密室で長時間対応する

業務に支障が出るまで居座りを許す。

・現場の判断だけで完結させる

対応のバラつき。言った言わないのトラブルにな

り、再発するおそれ。

・チーム・組織で対応する

上司や複数人で毅然と対応。

・事実確認を優先する

不快な思いをさせたことは謝るが、非は認めない。

・場所と時間を区切る

「ここでは他の方の迷惑になりますので、あちらへ移
動しましょう。」

「他のお客様の対応もございますので、本日はこれで
失礼します。」

・時系列で記録を残し、報告・共有する

事実を証拠化する。ボイスレコーダーの活用。

「正確に承るために、録音させていただきます。」

③対応 ～組織のＮＧ対応・推奨対応～
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ＮＧ 推奨



③対応 ～類型別対応例～

類型 判断基準 対応方法

①時間拘束型 従業員を長時間拘束、居座る、電話を続ける。
対応できない理由を説明。対応できる時間を伝える。毅然
とした態度で退去を求める。

②リピート型 理不尽な要望を繰り返し求めてくる。
正当な理由がなければ注意し、次回は対応できない旨を伝
える。リスト化し通話内容を記録、窓口を一本化する。

③暴言型 大きな怒鳴り声、侮辱的発言。
大声は周囲の迷惑なのでやめるよう求める。事実確認でき
るよう録音、ひどい場合は退去を求める。

④暴力型 殴る、蹴る、たたく、物を投げつける。
応対者の安全確保、その場を離れる。複数人で対応。警察
へ通報。

⑤威嚇・脅迫型 脅迫的発言、怖がらせるような行為をする。
複数人で対応。「怖くて冷静に対応できない」旨を伝える。
弁護士や警察へ相談。

⑥権威型 権威を振りかざす、執拗に特別扱いを要求。
不用意な発言はせず、まずは聞く姿勢。対応を上位者と交
代、要求には応じない。

⑦ＳＮＳ・ネット
上の誹謗中傷型

ネット上に名誉を毀損する情報を掲載。
掲載先の運営者へ削除依頼。損害賠償や処罰を求める際は
弁護士や警察へ相談。

⑧セクハラ型 体に触る、待ち伏せ、性的内容の発言。
録音録画で証拠を残し事実確認、警告する。施設への出入
り禁止を伝える。

参考：厚生労働省 カスタマーハラスメント企業マニュアル
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④フォロー ～対応者への配慮～

▶従業者の安全確保

・利用者が暴力、セクハラを行ってくる場合、従業員の安全確保が必要。

・上司が対応を代わり、利用者から従業員を引き離す、状況に応じて弁護士や

警察と連携を取りながら、本人の安全確保する。

▶精神面への配慮

・直後の声掛け（お疲れ様、大変だったね、対応ありがとうなど）

・利用者からの言動等により不調の予兆がある場合は、話をよく聞き、必要に応じて

専門家への相談や医療機関への受診を促す。（専門家：産業医、産業カウンセラー、

臨床心理士など）

・定期的なストレスチェックをし、従業員の状況を確認。心の健康の保持促進を図る。

16



④フォロー ～再発防止～

▶プライバシー保護

・関係者には守秘義務を徹底し、安易な口外を禁じる。

・相談者（従業員）の意向を確認せずに、他の従業員にカスハラの詳細を広めない。

（相談者に不利益が生じない措置）

▶情報共有・事例の活用

・発生事案を時系列で記録する。（要求内容、行為、発言を具体的に）

・同様の問題が起きないよう社内会議等で情報共有する。

・事例ごとに対応策の検討、対応マニュアル・研修の定期的な見直し。
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参考
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▶厚生労働省ＨＰ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

・介護現場における対策マニュアル、研修の手引き

・事例集

・ハラスメント対策支援事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

・企業マニュアル、リーフレット、ポスター

・研修動画

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html


おわりに

カスハラは従業員の尊厳や心身を傷つけ、放っておくと健康不良や精

神疾患を招くこともあり、貴重な人材損失につながる恐れもあります。

多くの職場でカスハラ防止と適切な対応に取り組んでいただくことで、

誰もが働きやすい職場づくりにつなげていただけると幸いです。
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群馬県

伊勢崎市
ISESAKI CITY


